第３号様式
幼保連携型認定こども園設置認可申請書
学校設置認可申請書
平成　　年　　月　　日　

　（宛先）川　崎　市　長

住　　　　所
設置者名
代表者職氏名

次のとおり幼保連携型認定こども園を設置したいので認可を申請します。
	目的
	

	名称
	

	所在地
	

	教育及び保育の目標
並びに主な内容
	

	経費の見積り及び
維持方法
	

	利用定員
	　　　　子どもの区分
年齢の区分
	保育を必要とする
子ども
	保育を必要とする
子ども以外の子ども

	
	満３歳未満
	人
	

	
	満３歳以上
	人
	人

	就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第２条各号に掲げる事業のうち、実施するもの（該当するものに○印を付けてください。）
	第１号・第２号・第３号
第４号・第５号

	開設の時期
	年　　月　　日



（添付書類）
１　園則
２　経費の見積り及び維持方法に関する書類
３　学級編制表
４　職員組織表
５　職員名簿
６　施設概要書（園地、園舎その他設備の規模を記載した書類）
７　園地、園舎その他設備の構造を記載した書類
８　園地、園舎その他設備の図面
９　園地、園舎その他設備の権利の帰属を証する書類
10　園具及び教具の明細表
11　設置者の履歴書（設置者が法人の場合にあっては、その沿革書及び代表者の履歴書）
12　設置者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（以下「法」という。）第17条第２項各号に該当しないことを誓約する書類
13　園長の就任承諾書
14　園長の履歴書
15　園長が法第26条において準用する学校教育法第９条各号に掲げる者でないことを誓約する書類
16　園長の資格を証する書類
17　理事会その他の議決機関の議事録の写し（設置者が法人の場合に限る。）
18　その他市長が必要と認める書類


















学　級　編　制　表

	区　　分
	学級数
	利用定員
	備考

	
	
	１号
	２号
	

	３歳児
	学級
	
	人
	

	４歳児
	
	
	
	

	５歳児
	
	
	
	





























職　員　組　織　表

	職　　名
	専　任
	兼　任
	非常勤
	計

	園長
	人
	人
	人
	人

	副園長又は教頭
	
	
	
	

	保育教諭
	
	
	
	

	事務職員
	
	
	
	

	その他職員
	
	
	
	

	園医
	
	
	
	

	園歯科医
	
	
	
	

	園薬剤師
	
	
	
	

	計
	
	
	
	


























施　設　概　要　書

	区　　分
	面　　　積　（㎡）
	備　　　考

	土地
	園庭
(屋外遊戯場)
	
	

	
	全　敷　地
	
	

	
	(うち借用部分)
	（　　　　　　　　　　　　　）
	（借用先　　　　　　　）

	建　　　　



物
	乳　児　室
	
	（　　　室）

	
	ほふく室
	
	（　　　室）

	
	保　育　室
（満３歳未満）
	
	（　　　室）

	
	保　育　室
（満３歳以上）
	
	（　　　室）

	
	遊　戯　室
	
	（　　　室）

	
	調　理　室
	
	

	
	保　健　室
	
	

	
	職　員　室
	
	

	
	便　　　所
	
	

	
	そ　の　他
	
	

	
	計
	
	











園具及び教具の明細表
（単位　　　円）
	品　名
	数量
	単価
	金　額
	品　名
	数量
	単価
	金　額

	机（　人用）
	
	
	
	絵画制作用具
	一式
	
	

	椅子
（　人用）
	
	
	
	放送設備
	一式
	
	

	黒板
	
	
	
	ＣＤ
	
	
	

	すべり台
	
	
	
	関係法令図書
	
	
	

	ぶらんこ
（　人用）
	
	
	
	教材用図書
	
	
	

	砂遊び場
	
	
	
	
	
	
	

	積木
	組
	
	
	
	
	
	

	がん具
	組
	
	
	
	
	
	

	紙芝居用具
	
	
	
	
	
	
	

	絵本その他の
教材用図書
	
	
	
	
	
	
	

	ピアノ
	
	
	
	
	
	
	

	オルガン
	
	
	
	
	
	
	

	簡易楽器
	一式
	
	
	
	
	
	

	保健衛生用品
	一式
	
	
	
	
	
	

	飼育栽培用具
	一式
	
	
	
	
	
	


※１　金額について、新規に購入するもの以外は、公認会計士又は税理士が評価した価額としてください。
　２　申請書提出時に購入予定のものについては、売買契約書又は請書を添付してください。
　３　この品名のみにとらわれることなく、その他の園具、教具も品名ごとに記載してください。



設置者が法第17条第２項各号に該当しないことを誓約する書類

　（設置者名）は、次のいずれにも該当していないことを誓約します。

一　申請者が、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号。以下「法」という。）その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令（平成　年政令代203号。以下「政令」という。）で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である
二　申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である
三　申請者が、法第22条第１項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して５年を経過しない者である
四　申請者が、法第22条第１項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に前項の規定による幼保連携型認定こども園の廃止をした者（当該廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該幼保連携型認定こども園の廃止の認可の日から起算して５年を経過しないものである
五　申請者が、法第19条第１項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき法第22条第１項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）までの間に法第17条第１項の規定による幼保連携型認定こども園の廃止をした者（当該廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該幼保連携型認定こども園の廃止の認可の日から起算して５年を経過しないものである
六　申請者が、認可の申請前５年以内に教育又は保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者である
七　申請者の役員又はその長のうちに次のいずれかに該当する者がある
イ　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ロ　一、二又は六に該当する者
ハ　法第22条第１項の規定により認可を取り消された幼保連携型認定こども園において、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内にその幼保連携型認定こども園の設置者の役員又はその園長であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ニ　四に規定する期間内に前項の規定により廃止した幼保連携型認定こども園（当該廃止について相当の理由がある幼保連携型認定こども園を除く。）において、同号の通知の日前60日以内にその設置者の役員又はその長であった者で当該廃止の認可の日から起算して５年を経過しないもの

　　　　　年　　月　　日

（設置者の氏名）
（代表者の氏名）　　印




就　任　承　諾　書

年　　月　　日


（設置者の代表者）　殿


住所
氏名　　　　　　　　　　　印


　私は、　　年　　月　　日をもって（認定こども園の名称）の園長に就任することを承諾いたします。
























園長が法第26条において準用する学校教育法第９条各号に掲げる者でないことを誓約する書類


　（園長就任者の氏名）は、次のいずれにも該当していないことを誓約します。

一　成年被後見人又は被保佐人


二　禁錮以上の刑に処せられた者


三　教育職員免許法第10条第１項第２号又は第３号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から３年を経過しない者

四　教育職員免許法第11条第１項から第３項までの規定により免許状取上げの処分を受け、３年を経過しない者

五　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者


　　　年　　月　　日


（設置者の氏名）
（代表者の氏名）　　印











子育て支援事業計画書

	実施する事業名
	

	事業の内容
	

	実施日数及び実施時間
	

	職 員 配 置
	

	利用者負担
	

	市町村の意見
	

	そ　の　他
	






管理運営に係る計画書

	開園日数及び開園時間
	

	情報開示の体制
	

	障害児等特別の配慮を要する子どもの受入れに関する必要な措置
	

	子どもの健康を確保するための必要な措置（保健計画の策定、健康診断の実施等）
	

	子どもの安全を確保するための必要な措置（安全計画の策定、安全点検の実施等）
	

	食事の提供体制
	給食（自園調理・外部搬入）・弁当・その他


	
	栄養士の指導体制
	

	
	食育への取組み
	

	
	その他必要な配慮
	

	補償の体制
	

	利用者負担
	


職員名簿

	職名
	氏　　名
	資格免許等の種類
	担当業務
※１
	専任・
兼任・
非常勤
	非常勤職員の常勤換算値　※２

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


※１　学級担任、教育及び保育時間相当利用児（年齢）の保育、子育て支援事業、その他業務の内容を記載する。
※２　非常勤の保育教諭について、１か月の勤務時間数の合計が常勤の保育士の勤務時間数に占める割合で換算する。（小数第２位以下切り捨て）

定　員　及　び　収　容　状　況　表

認可定員
	
	０歳児
	１歳児
	２歳児
	３歳児
	４歳児
	５歳児
	計

	１号認定子ども
（人）
	
	
	
	
	
	
	

	２･３号認定子ども
（人）
	
	
	
	
	
	
	

	計（人）
	
	
	
	
	
	
	

	学級数（学級）
	
	
	
	
	
	
	



利用定員
	
	０歳児
	１歳児
	２歳児
	３歳児
	４歳児
	５歳児
	計

	１号認定子ども
（人）
	
	
	
	
	
	
	

	２･３号認定子ども
（人）
	
	
	
	
	
	
	

	計（人）
	
	
	
	
	
	
	

	学級数（学級）
	
	
	
	
	
	
	



収容状況
	
	０歳児
	１歳児
	２歳児
	３歳児
	４歳児
	５歳児
	計

	１号認定子ども
（人）
	
	
	
	
	
	
	

	２･３号認定子ども
（人）
	
	
	
	
	
	
	

	計（人）
	
	
	
	
	
	
	

	学級数（学級）
	
	
	
	
	
	
	




教育及び保育の内容に関する計画

	目標・理念・運営方針
	

	認定こども園に固有の事情として配慮すべき内容
	

	
	集団生活の経験年数が異なることへの配慮
	

	
	利用時間等の違いへの配慮
	

	
	その他
	

	教育及び保育の環境の構成の留意点
	

	家庭との連携
	

	小学校教育への接続の工夫・小学校との連携
	





	１日の流れ（デイリープログラム）

	時間
	１号認定子ども
	２号認定子ども
	３号認定子ども
	保育者の動き・配慮

	 7:00

	
	
	
	

	8:00

	
	
	
	

	 9:00

	
	
	
	

	10:00

	
	
	
	

	11:00

	
	
	
	

	12:00

	
	
	
	

	13:00

	
	
	
	

	14:00

	
	
	
	

	15:00

	
	
	
	

	16:00

	
	
	
	

	17:00

	
	
	
	

	18:00

	
	
	
	

	19:00

	
	
	
	

	20:00

	
	
	
	




